
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館時間                     

・午前９時～正午 

・午後１時～５時 

※正午から午後１時は閉館 

休館日                      

○日曜休館 

・千代田・大家・三芳野児童センター 

○月曜休館 

・坂戸児童センター 

○共通の休館日 

・祝日（５月５日を除く） 

・通常の休館日と祝日が重なったときは、直後の開館日が振替

休館日となります 

・年末年始（１２月２９日から１月３日） 

・その他臨時休館 

利用対象                     

児童（１８歳未満）及びその保護者 

（就学前のお子さんは必ず保護者の付き添いが必要です） 

利用にあたって                  

○入館料：無料 

 ※坂戸児童センターのプラネタリウムについては観覧料が必

要です。 

○利用の際は「児童センター使用簿」へ記入のうえ入館ください。 

利用上の注意                   

○「児童センター使用簿」に名前、学校名、学年をていねいに正しく書

いてから遊びましょう。 

○自転車には必ずカギをかけて、カギは必ず事務室に預けましょう。 

○センターでは、持参した携帯ゲーム機、携帯電話、カードゲームなど

で遊ぶことはできません。 

〇センター内では、お菓子やジュースなどの飲食はできません。（水や

お茶は可） 

〇おもちゃは大切に使い、ルールや順番を守って楽しく遊びましょう。

遊んだ後は必ず片付けましょう。 

○館内のものを壊した場合は、原則として弁償していただきます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大家児童センター  

〒350-0242 

坂戸市大字厚川 238-1 

☎  049-284-1425 

Fax 049-289-5338 

 

三芳野児童センター 

（学童保育と併設） 

〒350-0204  

坂戸市大字紺屋 150-5 

☎  049-284-4813 

Fax 049-289-5350 

 

千代田児童センター 

350-0214 

坂戸市千代田 4-12-17  

☎  049-282-3099 

Fax 049-289-5318 

 

 

坂戸児童センター  

〒350-0273  

坂戸市芦山町 23 

☎  049-283-4378 

Fax 049-289-4964 

 

プラネタリウム室    天体観測室 



乳幼児親子が気軽に参加できるふれあい事業や相談支援、また

児童も楽しく参加できる事業などを行っています。 

 

乳幼児向け事業 

○赤ちゃんサロン 

 1歳未満の乳児と保護者の交流の場です。 

○にこちゃんサロン 

 1歳から 2歳未満の幼児と保護者の交流の場です。 

○幼児事業 

 幼児と保護者を対象に、リズム、体操、手遊び、運動、工作な

どを行っています。 

 

小学生向け事業 

○「まんが」「英語」「料理」「工作」「おりがみ」「ダンス」

などのクラブ・教室を実施しています。 

○各種大会、レクリエーションなども行っています。 

 

季節イベント 

○センターまつり、おばけ屋敷、ハロウィン、クリスマス会など

季節や行事に応じたイベントを開催しています。 

 

星を見る事業（坂戸児童センター）  

坂戸児童センターでは、次のような事業も行っています。 

〇プラネタリウム番組投映（土曜日・日曜日） 

※時期により行わない期間あり 

〇音楽会＆大型天体望遠鏡による月や星の天体観望会（毎月１回） 

〇特別観望会 

〇星空たんけん教室 

〇星空を見よう！キャラバン隊 

 

 

※詳しくは、各センターで発行している「センターだより」や 

各センターへお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・遊戯室、工作室、図書室、幼児専用の部屋などがあります。 

・トランポリン、マルチトレーナー、卓球台などの運動遊具、お

もちゃやボードゲームなど玩具があります。 

 （センターにより、異なります。） 

・庭には鉄棒などの遊具、バスケットゴール、砂場があり、竹馬

や一輪車などもすることができます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童センターは児童福祉法に基づく児童厚生施設で、児童が

自由に遊び話し合い、多くの仲間とふれあう中で、自己をの

ばし楽しく過ごせる場所です。また、健康で情緒豊かな児童

の健全育成を目的とした施設で、身近な地域子育て支援拠点

施設でもあります。 

 


